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有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
免
除
基
準
の

引
上
げ
等
、検
討
─
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ

金
　
　
融

の
れ
ん
の
非
償
却
に
つ
い
て
、個
人
投

資
家
視
点
か
ら
の
意
見
聴
取

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ・の
れ
ん
非
償
却
公
聴
会

会
　
　
計

去
る
10
月
15
日
、
金
融
庁
は
第

３
回
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー

ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ（
座

長
：
神
作
裕
之
・
学
習
院
大
学
法
学

部
教
授
）（
以
下
、「
本
Ｗ
Ｇ
」
と
い

う
）
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

有
価
証
券
届
出
書
の
免
除
基
準
の

検
討

⑴　
提
出
免
除
基
準
の
見
直
し

第
１
回
の
本
Ｗ
Ｇ
で
は
、
有
価
証

券
届
出
書
の
提
出
免
除
基
準
を
現
行

の
１
億
円
か
ら
引
き
上
げ
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
等
へ
の
投
資
を
促
進
す
べ

き
と
す
る
方
向
性
に
お
お
む
ね
賛
同

が
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
、
事
務
局
は
、
①
届

出
免
除
基
準
が
か
つ
て
５
億
円
で

あ
っ
た
こ
と
、
②
投
資
者
保
護
と
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
の
両
立
を
図
る

妥
当
な
水
準
で
あ
る
こ
と
、
③
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
上
限
額
と
の

整
合
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
５
億
円

へ
の
引
上
げ
を
提
案
し
た
。
ま
た
、

５
億
円
に
引
き
上
げ
た
場
合
は
、
従

来
有
価
証
券
届
出
書
が
提
出
さ
れ
て

い
た
募
集
（
１
億
円
以
上
～
５
億
円

未
満
）
に
つ
い
て
有
価
証
券
届
出
書

が
提
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
た

め
、
当
該
募
集
等
に
つ
い
て
は
、
会

社
法
上
の
事
業
報
告
や
計
算
書
類
の

添
付
を
義
務
づ
け
、
有
価
証
券
通
知

書
を
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
公
衆
縦
覧
に

供
す
る
こ
と
で
、
投
資
者
保
護
を
確

保
し
つ
つ
発
行
者
の
負
担
を
抑
え
る

と
し
て
い
る
。

委
員
か
ら
は
、
事
務
局
案
に
賛
同

す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
も
の
の
、「
国

際
的
に
み
れ
ば
10
億
円
に
引
き
上
げ

て
も
よ
い
く
ら
い
だ
」
と
の
意
見
も

一
定
程
度
聞
か
れ
た
。

⑵　
少
額
募
集
制
度
の
見
直
し

少
額
募
集
制
度
は
、
通
常
の
様
式

に
比
べ
て
簡
易
な
様
式
に
よ
る
有
価

証
券
届
出
書
の
届
出
を
可
能
と
す
る

制
度
で
あ
り
、
１
９
９
８
年
の
法
律

改
正
に
よ
り
有
価
証
券
届
出
書
の
提

出
免
除
基
準
を
５
億
円
か
ら
１
億
円

に
引
き
下
げ
た
際
、
従
前
開
示
義
務

の
な
か
っ
た
１
億
円
以
上
５
億
円
未

満
の
範
囲
の
募
集
等
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
る
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。

⑴
で
前
述
し
た
有
価
証
券
届
出
書

の
提
出
免
除
規
定
を
５
億
円
に
引
き

上
げ
た
場
合
、
少
額
募
集
制
度
に
つ

い
て
事
務
局
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
対

応
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。

（
案
１
）
廃
止
す
る

（
案
２
）
利
用
可
能
な
募
集
等
の
範
囲

を
見
直
し
（
５
億
円
以
上
10
億
円

未
満
の
募
集
等
）
し
た
う
え
で
存

置
す
る

こ
の
点
、
資
金
調
達
を
目
的
と
す

る
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
件
数
を

金
額
別
に
分
類
し
た
場
合
、
１
億
円

以
上
５
億
円
未
満
と
５
億
円
以
上

10
億
円
未
満
の
件
数
が
多
数
で
あ

り
、
後
者
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
ゾ
ー
ン
に

対
応
す
る
方
策
と
し
て
、
事
務
局
は

少
額
募
集
制
度
を
存
置
す
る
案
２
を

と
る
ほ
う
が
投
資
者
保
護
と
開
示
負

担
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
段
階
的

な
開
示
制
度
を
整
備
で
き
る
た
め
適

当
で
は
な
い
か
と
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
案
２
へ
の
賛
意
が

聞
か
れ
た
も
の
の
、「
通
常
の
募
集

金
額
基
準
と
の
差
額
範
囲
を
埋
め
る

た
め
に
導
入
さ
れ
た
少
額
募
集
制
度

の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
埋
め
る
差
額

範
囲
が
な
く
な
っ
た
の
で
廃
止
と
す

る
の
が
適
当
」
な
ど
の
理
由
か
ら
案

１
を
支
持
す
る
意
見
も
聞
か
れ
た
。

株
式
報
酬
に
係
る
開
示
制
度
の

見
直
し

第
１
回
本
Ｗ
Ｇ
で
は
、
日
本
の
非

上
場
会
社
や
日
本
市
場
に
上
場
し
て

い
な
い
外
国
の
会
社
が
、
役
員
・
使

用
人
に
株
式
報
酬
を
交
付
す
る
場
合

に
つ
い
て
も
、
有
価
証
券
届
出
書
の

提
出
を
不
要
と
す
べ
き
と
の
提
案
を

行
い
、
賛
意
が
聞
か
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
事
務
局
は
、
有
価
証
券
届

出
書
の
提
出
を
不
要
と
す
る
方
法
に

つ
い
て
次
の
①
、
②
が
考
え
ら
れ
る

が
、
取
締
役
等
に
対
す
る
株
式
報
酬

や
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
付
与
の

考
え
方
に
近
い
②
と
し
て
は
ど
う
か

と
提
案
し
た
。

①　
上
場
株
券
に
係
る
現
行
の
制
度

枠
組
を
前
提
に
、有
価
証
券
の
「
募

集
」
に
は
該
当
す
る
と
し
た
う
え

で
、
そ
の
特
例
と
し
て
有
価
証
券

届
出
書
の
提
出
を
免
除
す
る
方
法

②　

上
場
株
券
の
付
与
も
含
め
て
、

そ
も
そ
も
「
募
集
」
に
該
当
し
な

い
と
す
る
方
法

委
員
か
ら
は
、
事
務
局
案
へ
の
賛

意
が
多
く
聞
か
れ
た
。

＊　

そ
の
ほ
か
、
潜
在
的
特
定
投
資
家

を
特
定
投
資
家
私
募
の
勧
誘
の
相
手

方
に
追
加
す
る
な
ど
の
、
特
定
投
資

家
私
募
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
議

論
も
行
わ
れ
た
。

去
る
10
月
20
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
６
０
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
（
第
５
回
「
の
れ
ん
の

非
償
却
の
導
入
及
び
の
れ
ん
償
却
費

計
上
区
分
の
変
更
」
に
関
す
る
公
聴

会
）
を
開
催
し
た
。

「
の
れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
及
び

の
れ
ん
償
却
費
計
上
区
分
の
変
更
」

に
関
し
て
、
財
務
諸
表
利
用
者
と
し

て
永
沢
裕
美
子
氏
（
フ
ォ
ス
タ
ー
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
良
質
な
金
融
商
品
を

育
て
る
会
）
世
話
人
）
か
ら
、
個
人

投
資
家
の
立
場
で
の
意
見
を
聴
取
し

た
。説

明
者
の
主
な
発
言
は
次
の
と
お

り
。個

人
投
資
家
の
状
況

個
人
投
資
家
は
、
企
業
の
財
務
諸

表
自
体
で
な
く
、
四
季
報
や
Ｙ
ａ
ｈ

ｏ
ｏ
！
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
等
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
Ｐ
Ｌ
（
営
業
利
益
、
経
常

利
益
、
当
期
利
益
）
を
み
て
投
資
判

断
を
行
っ
て
い
る
の
が
大
半
で
あ
る
。

日
本
基
準
か
国
際
基
準
か
の
議
論

の
前
提

日
本
基
準
と
国
際
基
準
が
混
在
し
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再
　
審

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

裁
判
で
死
刑
判
決
を
受
け
た
被
告

人
が
、
そ
の
後
の
再
審
で
無
罪
と
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
日
弁
連
）

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、「
免
田
事
件
」、

「
財
田
川
事
件
」、「
松
山
事
件
」、「
島

田
事
件
」
と
い
う
冤
罪
事
件
に
つ
い

て
、
再
審
の
経
緯
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
（「
死
刑
判
決
が
確
定
し
た
え
ん

罪
事
件
の
例
」）。

日
弁
連
に
よ
る
と
、
１
９
５
９
年
に

再
審
支
援
の
取
組
み
を
開
始
し
て
以

来
、
こ
れ
ま
で
に
36
件
の
再
審
事
件

を
支
援
し
、
そ
の
う
ち
20
件
に
つ
い
て

再
審
無
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
る
そ

う
で
す
。

刑
事
裁
判
は
被
告
人
に
拘
禁
刑
や

死
刑
を
科
す
か
を
決
め
る
手
続
で
す

か
ら
、
真
実
の
発
見
が
一
層
、
重
要

と
な
り
ま
す
。
裁
判
に
間
違
い
が
あ

る
と
、
拘
禁
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
時

間
、
死
刑
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
命
を
取

り
戻
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、「
刑
事
裁
判
」
の
ル
ー

ル
は
、
極
め
て
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
刑
事
裁
判
で
は
、

「
証
拠
が
自
白
し
か
な
け
れ
ば
、
有

罪
に
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
し

（
刑
訴
法
319
②
）、「
聞
い
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
〇
〇
ら
し
い
」
と
い
う

伝
聞
（
又
聞
き
）
は
原
則
と
し
て
証

拠
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
刑
訴

法
320
①
）。

人
類
の
歴
史
上
、
た
く
さ
ん
の
冤

罪
を
生
ん
で
き
た
反
省
を
踏
ま
え
、

真
実
の
発
見
を
目
的
と
し
て
、
極
め

て
厳
格
で
精
緻
な
刑
事
裁
判
の
ル
ー

ル
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

死
刑
判
決
の
冤
罪
が
生
じ
て
し
ま
う

の
で
す
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
無
条
件
に
何
度

で
も
裁
判
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
裁

判
官
が
判
決
を
出
す
意
味
が
な
く
な

り
ま
す
。
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
判
決
が

確
定
し
な
い
の
で
す
か
ら
、
あ
ら
ゆ

る
事
件
に
つ
い
て
処
罰
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

検
察
官
が
「
絶
対
に
悪
は
逃
さ
な

い
」
と
い
う
気
概
で
仕
事
に
臨
む
こ
と

で
、
私
た
ち
の
安
全
が
守
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
す
。
法
制
度
と
し

て
は
、
裁
判
官
が
認
定
し
て
確
定
し

た
事
実
を
、
と
り
あ
え
ず
“
真
実
”

と
み
な
す
こ
と
も
必
要
で
す
。

「
刑
事
裁
判
」
の
ル
ー
ル
を
考
え
る

う
え
で
は
、「
①
犯
罪
者
を
処
罰
す
る

目
的
」
と
「
②
冤
罪
を
防
ぐ
目
的
」
の

両
方
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
の
目
的
を
実
現
す
る
に
は
、
一

度
決
ま
っ
た
裁
判
が
や
り
直
せ
る
の

は
、
不
都
合
で
す
。
他
方
で
、
②
の

目
的
を
実
現
す
る
に
は
、
間
違
い
を

正
す
た
め
、
裁
判
を
や
り
直
せ
る
し

く
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
２
つ
の
対
立
す
る
目
的
に
鑑
み

て
、
現
在
の
法
律
は
、「
再
審
」
と
い

う
制
度
を
定
め
て
い
ま
す
。

「
再
審
」
と
は
、
間
違
え
た
裁
判
を

後
か
ら
正
す
制
度
、
つ
ま
り
、「
や
り

直
し
の
裁
判
」
で
す
。

も
っ
と
も
、
刑
事
裁
判
の
判
決
が

最
終
的
に
確
定
す
る
と
、
そ
の
後
は
、

「
証
拠
が
偽
造
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明

さ
れ
た
」、「
無
罪
の
明
ら
か
な
証
拠

が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
」
と
い
っ
た
特

別
な
理
由
が
な
い
限
り
、
再
審
を
求

め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

再
審
を
開
始
で
き
る
理
由
が
限
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
①
の
目
的
に
照

ら
せ
ば
、
仕
方
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。し

か
し
、
②
の
目
的
か
ら
、「
間
違

い
を
正
す
し
く
み
は
万
全
な
の
か
？
」

と
問
い
続
け
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

た
と
え
ば
、
現
在
の
法
律
で
は
、

再
審
の
手
続
に
お
い
て
、
検
察
官
に

「
過
去
の
裁
判
で
法
廷
に
提
出
し
な

か
っ
た
証
拠
」
を
開
示
さ
せ
る
制
度

が
あ
り
ま
せ
ん
。

冤
罪
で
あ
れ
ば
、
被
告
人
と
さ
れ

て
い
た
人
は
、
一
転
し
て
被
害
者
と

な
り
ま
す
。
冤
罪
の
被
害
者
を
救
済

す
る
に
は
、
法
廷
に
提
出
さ
れ
な
か
っ

た
証
拠
（
検
察
官
の
手
元
に
あ
る
証

拠
）
も
再
審
の
手
続
で
利
用
で
き
る

制
度
が
必
要
と
い
え
ま
す
。

て
い
る
な
か
、
投
資
の
本
質
は
比
較

で
あ
り
、
異
な
る
基
準
が
混
在
す
る

現
状
は
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
般
の
個
人
投
資
家
に
と
っ
て
、

基
準
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
や
「
の

れ
ん
」
が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て

も
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
機
関
投
資
家

と
の
情
報
格
差
が
生
じ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
企
業
経
営
者
の
な
か
に
は

実
際
よ
り「
業
績
を
よ
く
見
せ
た
い
」

と
い
う
欲
の
あ
る
人
も
い
て
、
そ
の

意
図
を
会
計
監
査
人
や
社
外
取
締
役

が
見
抜
く
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
問

題
で
あ
る
。

の
れ
ん
の
償
却
・
非
償
却

の
れ
ん
の
非
償
却
導
入
の
前
提
と

し
て
、「
の
れ
ん
」
の
現
在
価
値
が

定
期
的
に
厳
格
に
評
価
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
突
然
の
減
損
や
特
損
の
発

生
は
一
般
の
個
人
投
資
家
に
衝
撃
を

与
え
る
が
、
企
業
に
と
っ
て
は
「
の

れ
ん
」
の
毎
年
評
価
は
監
査
コ
ス
ト

の
増
加
に
な
る
懸
念
が
あ
る
。
そ
の

た
め
、
の
れ
ん
の
償
却
に
合
理
性
は

あ
る
と
考
え
る
。

個
人
投
資
家
に
「
の
れ
ん
」
の
存

在
を
意
識
さ
せ
、
そ
の
情
報
も
踏
ま

え
た
投
資
判
断
を
可
能
と
す
る
情
報

開
示
が
求
め
ら
れ
る
。
個
人
投
資
家

は
財
務
諸
表
の
注
記
が
ど
の
よ
う
に

利
益
に
反
映
す
る
か
が
わ
か
ら
な
い

の
で
、
四
季
報
等
で
わ
か
る
よ
う
に

す
る
た
め
の
投
資
家
へ
の
情
報
提
供

が
必
要
で
あ
る
。

「
の
れ
ん
」
の
償
却
方
針
に
つ
い

て
一
般
投
資
家
に
も
見
え
る
形
で
の

説
明
を
義
務
づ
け
、
加
え
て
、
損
益

計
算
書
の
営
業
利
益
の
前
に
「『
の

れ
ん
』
償
却
前
営
業
利
益
」
を
表
示

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

委
員
と
の
質
疑
応
答

委
員
か
ら
「
の
れ
ん
の
非
償
却
を

導
入
す
る
に
は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充

実
な
ど
を
前
提
と
す
べ
き
か
」
と
の

質
問
に
、
説
明
者
は
「
役
員
の
成
功

報
酬
が
導
入
さ
れ
て
い
る
な
か
、
経

営
者
が
業
績
を
よ
く
み
せ
よ
う
と
す

る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

が
求
め
ら
れ
る
。
の
れ
ん
の
非
償
却

は
大
半
の
企
業
で
は
時
期
尚
早
、
特

に
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
機
能
し
て
い
な
い

企
業
の
存
在
に
は
危
惧
す
る
」
と
回

答
し
た
。

ま
た
、
計
上
区
分
の
変
更
の
賛
否

に
つ
い
て
は
、「
特
損
へ
の
計
上
は

違
和
感
が
あ
る
」
と
反
対
し
た
。

委
員
か
ら
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の

ス
ピ
ー
デ
ィ
な
成
長
は
個
人
投
資
家

に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス
か
」
と
の
質
問

に
、
説
明
者
は
「
個
人
投
資
家
に
大

き
な
リ
ス
ク
を
取
ら
せ
る
の
で
は
な

く
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
資
金
調
達

は
機
関
投
資
家
が
中
心
に
な
る
べ

き
」
と
回
答
し
た
。
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金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
改
正
基

準
案
等
、公
表
議
決
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

法
人
税
等
会
計
基
準
の
文
案
等
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
10
月
20
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
６
１
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お

り
。金

融
資
産
の
減
損

第
５
５
９
回
親
委
員
会
（
２
０
２
５

年
11
月
１
日
号
（
№
１
７
５
８
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
会

計
基
準
等
の
改
正
文
案
に
つ
い
て
、

審
議
が
行
わ
れ
た
。

「
金
融
商
品
に
関
す
る
会
計
基
準
」

等
、
15
本
の
基
準
等
の
改
正
文
案
が

示
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
公
開
草
案
に
つ
い
て
、

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
を
も
っ
て
公

表
議
決
さ
れ
た
。

ま
た
、
補
足
文
書
（
案
）「
金
融

資
産
の
予
想
信
用
損
失
に
係
る
会
計

上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
案
）」
の

公
表
に
つ
い
て
も
、
委
員
よ
り
了
承

さ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
、
10
月
中
の
公
表
を

目
標
と
し
、
コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０

２
６
年
２
月
６
日
と
言
及
さ
れ
た
。

中
期
運
営
方
針

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
お
よ
そ
３
年
ご
と
に

策
定
し
公
表
し
て
い
る
中
期
運
営
方

針
に
つ
い
て
、
今
般
、
２
０
２
２
年

８
月
に
公
表
し
た
直
近
の
中
期
運
営

方
針
の
対
象
期
間
が
今
後
３
年
間
の

方
針
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
日
本
基
準
の
開
発
の

方
針
お
よ
び
国
際
的
な
会
計
基
準
の

開
発
に
関
連
す
る
活
動
を
行
う
に
あ

た
っ
て
の
方
針
を
と
り
ま
と
め
、
新

し
く
策
定
す
る
こ
と
と
し
、
文
案
が

示
さ
れ
、
検
討
さ
れ
た
。
主
な
改
正

点
は
次
の
と
お
り
。

⑴　
日
本
基
準
の
開
発
に
関
す
る
方

針「
高
品
質
」
の
記
述
に
つ
い
て
、

「
高
品
質
な
会
計
基
準
は
、
基
本
的

に
は
、
そ
れ
を
用
い
て
作
成
さ
れ
た

財
務
情
報
が
投
資
家
の
意
思
決
定
に

と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
」
と
の
記
載
に
お
け
る
「
財
務

情
報
」
を
「
財
務
諸
表
（
注
記
を
含

む
）」
と
し
、「
有
用
で
あ
る
こ
と
」

に
つ
い
て
の
考
え
方
を
詳
述
し
た
。

⑵　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準

と
の
関
係

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
と
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
役
割
分

担
に
関
し
て
、
財
務
諸
表
に
含
ま
れ

る
情
報
は
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
財
務
諸
表
外

の
情
報
は
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
財
務
諸
表
内

外
の
情
報
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は

両
委
員
会
で
連
携
す
る
と
整
理
し

た
。

⑶　
国
際
的
に
整
合
性
の
あ
る
も
の

と
す
る
た
め
の
取
組
み

金
融
商
品
に
つ
い
て
減
損
に
関
す

る
基
準
開
発
を
進
め
つ
つ
、
金
融
資

産
お
よ
び
金
融
負
債
の
分
類
お
よ
び

測
定
に
関
す
る
見
直
し
の
着
手
に
つ

い
て
議
論
を
行
う
。
ま
た
、
保
険
契

約
全
般
に
関
す
る
基
準
の
開
発
に
つ

い
て
も
金
融
商
品
の
分
類
お
よ
び
測

定
に
関
す
る
議
論
と
あ
わ
せ
て
議
論

を
行
う
と
し
た
。＊　

委
員
か
ら
は
、「
⑵
に
つ
い
て
、

非
財
務
情
報
と
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

情
報
は
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
で
は
な

い
が
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
以

外
の
非
財
務
情
報
も
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
担

当
す
る
の
か
」
と
い
う
質
問
に
「
抜

け
落
ち
が
な
い
よ
う
、
こ
の
よ
う
な

線
引
き
を
し
て
い
る
」
と
回
答
が

あ
っ
た
。

そ
の
他

事
務
局
は
、
第
５
５
９
回
親
委
員

会
（
２
０
２
５
年
11
月
１
日
号
（
№

１
７
５
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
で
審
議
し
た
バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ

Ａ
に
関
す
る
実
務
対
応
報
告
に
つ
い

て
、
次
回
親
委
員
会
（
11
月
４
日
開

催
予
定
）
で
公
表
議
決
し
た
い
旨
を

示
し
た
。

去
る
10
月
16
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
97
回
税
効
果
会
計
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。
第
96
回
専

門
委
員
会
（
２
０
２
５
年
10
月
10
日

号
（
№
１
７
５
６
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
等
に
引
き
続
き
、
法
人

税
等
会
計
基
準
の
見
直
し
に
つ
い

て
、
事
務
局
が
こ
れ
ま
で
行
っ
た
提

案
を
反
映
し
た
文
案
が
示
さ
れ
、
検

討
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
同
テ
ー
マ
に
つ
い
て
10
月

20
日
開
催
の
第
５
６
１
回
親
委
員
会

で
も
審
議
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

改
正
法
人
税
等
会
計
基
準
の
文
案

見
直
し
後
の
基
準
の
適
用
時
期
に

つ
い
て
、
最
終
基
準
を
公
表
し
た
日

か
ら
１
年
程
度
経
過
し
た
年
の
４
月

１
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年

度
お
よ
び
事
業
年
度
の
期
首
か
ら
適

用
す
る
と
明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、

前
回
の
検
討
を
受
け
て
、
適
用
初
年

度
の
比
較
情
報
に
つ
い
て
新
た
な
表

示
方
法
に
従
い
組
替
え
を
行
わ
な
い

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
経
過
措
置
が

盛
り
込
ま
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
前
回
の
検
討

で
設
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
住
民
税

（
均
等
割
）
に
関
す
る
経
過
措
置
に

つ
い
て
、
そ
れ
を
設
け
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と

の
意
見
が
聞
か
れ
た
。 

ま
た
、
第
５
６
１
回
親
委
員
会
で

は
、「
比
較
情
報
に
関
す
る
経
過
措

置
を
入
れ
た
経
緯
を
、
結
論
の
背
景

な
ど
で
説
明
し
た
ほ
う
が
い
い
」
な

ど
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

改
正
税
効
果
適
用
指
針
の
文
案

「
法
人
税
等
」
の
定
義
を
「
法
人

税
そ
の
他
課
税
対
象
利
益
を
基
礎
と

す
る
税
金
」
と
す
る
ほ
か
、
法
定
実

効
税
率
の
定
義
に
つ
い
て
、
現
行
の

算
式
を
削
除
し
、「
法
令
を
適
用
し

て
算
定
さ
れ
た
、
課
税
対
象
利
益
に

対
す
る
税
負
担
」
と
す
る
案
が
示
さ

れ
た
。
な
お
、
補
足
文
書
で
情
報
提

供
す
る
こ
と
等
を
今
後
議
論
し
た
い

と
し
た
。

改
正
実
務
対
応
報
告
42
号
の
文
案

実
務
対
応
報
告
42
号
「
グ
ル
ー
プ

通
算
制
度
を
適
用
す
る
場
合
の
会
計

処
理
及
び
開
示
に
関
す
る
取
扱
い
」

に
つ
い
て
、
今
後
、
防
衛
特
別
法

人
税
も
入
る
こ
と
か
ら
、「
法
人
税

及
び
地
方
法
人
税
に
関
す
る
会
計
処

理
」
か
ら
「
法
人
税
な
ど
の
グ
ル
ー

プ
通
算
制
度
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
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Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修
正
案
に
対
応
す
る

気
候
基
準
の
改
正
の
検
討
、進
む
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

税
金
に
関
す
る
会
計
処
理
」
と
、
よ

り
一
般
的
な
表
現
へ
の
置
換
え
や
、

設
例
を
削
除
し
補
足
文
書
で
対
応
す

る
案
な
ど
が
示
さ
れ
た
。

改
正
移
管
指
針
６
号
の
文
案

移
管
指
針
６
号
「
連
結
財
務
諸
表

等
に
お
け
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

計
算
書
の
作
成
に
関
す
る
実
務
指

針
」
の
法
人
税
等
の
表
示
区
分
に
お

い
て
、
法
人
税
の
支
払
額
に
含
め
な

い
も
の
と
し
て
、住
民
税
（
均
等
割
）

を
追
加
す
る
な
ど
の
修
正
案
が
示
さ

れ
た
。

実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
「
防
衛

特
別
法
人
税
の
会
計
処
理
及
び
開
示

に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」
の
文
案

令
和
７
年
３
月
31
日
に
公
布
さ
れ

た
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
に
お
け
る
「
防
衛
力
の
抜

本
的
な
強
化
等
の
た
め
に
必
要
な
財

源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
防
確
法
）」
の
改
正
に
よ
り
創
設
さ

れ
た
、
防
衛
特
別
法
人
税
の
会
計
処

理
お
よ
び
開
示
に
関
す
る
当
面
の
取

扱
い
の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

会
計
処
理
の
概
要
は
次
の
と
お

り
。

・
防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
会
計

処
理地

方
法
人
税
と
同
様
に
取
り
扱
う

も
の
と
し
て
、
法
人
税
等
会
計
基
準

の
定
め
に
従
う
。

・
税
効
果
会
計
に
関
す
る
会
計
処
理

①
　
防
衛
特
別
法
人
税
に
つ
い
て
、

繰
延
税
金
資
産
お
よ
び
繰
延
税

金
負
債
の
計
算
に
用
い
る
税
率

は
、
地
方
法
人
税
と
同
様
に
取

り
扱
う
も
の
と
し
て
、
税
効
果

適
用
指
針
の
定
め
に
従
う
。

②
　
法
定
実
効
税
率
の
算
定
に
お

い
て
、
地
方
法
人
税
と
同
様
に

防
衛
特
別
法
人
税
率
を
考
慮
し

て
算
定
す
る
。

適
用
は
、
２
０
２
６
年
４
月
１
日

以
後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
お

よ
び
事
業
年
度
の
期
首
か
ら
と
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
特
段
異
論
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
。

第
５
６
１
回
親
委
員
会
で
は
、「
本

実
務
対
応
報
告
は
、
改
正
法
人
税
等

会
計
基
準
が
適
用
さ
れ
た
後
に
は
不

要
に
な
る
が
、
自
動
的
に
削
除
さ
れ

る
の
か
」
と
の
質
問
に
、
事
務
局
か

ら
「
改
正
法
人
税
等
会
計
基
準
と
並

列
に
存
在
し
て
も
問
題
な
い
も
の
で

あ
る
が
、
会
計
基
準
適
用
後
ど
の
よ

う
な
形
に
す
る
か
、今
後
検
討
す
る
」

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

＊　

受
取
利
息
お
よ
び
受
取
配
当
金
に

課
さ
れ
る
源
泉
所
得
税
等
、
親
会
社

お
よ
び
国
内
子
会
社
が
外
国
の
法
令

に
従
い
納
付
す
る
税
金
に
関
す
る
定

め
、
な
ら
び
に
結
論
の
背
景
の
文
案

は
次
回
以
降
別
途
検
討
す
る
予
定
。

去
る
10
月
23
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

58
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
公
開
草
案
「
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
の
開
示
に
対
す
る
修
正
―

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修
正
案
」
に
対

応
す
る
気
候
関
連
開
示
基
準
の
改
正

⑴　
コ
メ
ン
ト
の
募
集
期
間

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
に
お
け
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
「
気
候
関
連
開
示
」
の
修
正

は
年
内
の
公
表
が
目
標
と
さ
れ
て
お

り
、
事
務
局
は
来
年
３
月
末
ま
で
に

当
該
改
正
に
対
応
す
る
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
の
改
正
を
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
そ
の
場
合
、
年
内
に
は
公
開
草

案
を
公
表
し
意
見
を
募
る
必
要
が
あ

る
た
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修

正
が
公
表
さ
れ
る
前
か
ら
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

基
準
の
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
コ
メ
ン
ト
募
集
期
間
を
原

則
的
な
期
間
よ
り
も
短
縮
し
、
40
日

程
度
を
想
定
し
て
い
る
と
し
た
。

委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
ス
コ
ー
プ
３
カ
テ
ゴ
リ
ー
15
の

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
測
定
お
よ

び
開
示

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
公
開
草
案
と
整
合
的

に
す
る
た
め
、
図
表
１
の
修
正
・
追

加
を
行
う
。

委
員
か
ら
は
お
お
む
ね
賛
意
が
聞

か
れ
た
。

⑶　

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド・
エ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
特
定
の
要
求

事
項
の
適
用
に
お
け
る「
世
界
産

業
分
類
基
準
」の
使
用

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
公
開
草
案
等
の
内
容

と
整
合
的
に
す
る
た
め
、
図
表
２
の

修
正
・
追
加
を
行
う
。

ま
た
、
現
行
の
気
候
基
準
に
お
け

る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
の
開
示
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い

を
削
除
す
る
対
応
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ
た
。

⑷　
適
用
時
期
等

事
務
局
は
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
ボ
ー
ド
会
議

の
暫
定
決
定
の
内
容
と
整
合
的
に
す

る
た
め
の
次
の
案
を
提
示
し
た
。

①　
適
用
時
期
に
つ
い
て
、
２
０
２

　
７
年
１
月
１
日
以
後
開
始
す
る
年

次
報
告
期
間
か
ら
の
適
用
と
し
、

早
期
適
用
を
認
め
る
。

②　
気
候
基
準
の
改
正
に
伴
う
比
較

情
報
の
更
新
に
関
し
て
、
一
定
の

項
目
に
つ
い
て
、
改
正
気
候
基
準

を
適
用
す
る
最
初
の
年
次
報
告
期

間
に
お
い
て
、
比
較
情
報
の
更
新

を
求
め
る
経
過
措
置
を
追
加
す
る
。

委
員
か
ら
は
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
も
の
の
、
比
較
情
報
の
更
新

が
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
の
判
別
に
つ
い

て
整
理
を
求
め
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

（図表１）　GHG排出に関する修正・追加事項
①　ファイナンスド・エミッションは、スコープ３カテ
ゴリー15の全部または一部を構成するものであるこ
とを明確にする。
②　スコープ３温室効果ガス排出を開示するにあたり、
カテゴリー15に含める温室効果ガス排出をファイナ
ンスド・エミッションに限定すること、およびデリバ
ティブに関連する温室効果ガス排出をカテゴリー15
から除外することができることとする。
③　除外したスコープ３カテゴリー15の温室効果ガス
排出に関連する金融活動およびデリバティブに関し
ての説明を求める。
④　スコープ３カテゴリー15にファイナンスド・エミッ
ション以外の温室効果ガス排出を含めている場合、
スコープ３カテゴリー15の温室効果ガス排出の開示
に含めたファイナンスド・エミッションの小計を求め
る。

（図表２）　ファイナンスド・エミッションに関
する修正・追加事項

①　ファイナンスド・エミッションの絶対総量およびグ
ロス・エクスポージャーを産業別に分解するために、
「世界産業分類基準」を用いるとの要求に代えて、
気候関連の移行リスクに対するエクスポージャーを
理解するうえで有用な情報をもたらす方法で産業別
に分類することができる産業分類システムを用いると
の要求に修正する。
②　ファイナンスド・エミッションの絶対総量およびグ
ロス・エクスポージャーを産業別に分解するために
用いた産業分類システムの説明および選択した理由
などの開示を追加する。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2025年
10月15日

サステナビリティ保証
業務実務指針5000「サ
ステナビリティ情報の
保証業務に関する実務
指針」（公開草案）

JICPA

わが国におけるサステナビリティ情報に関する制度保証の開始に向けて、サステナビ
リティ情報の保証業務に関する新たな実務指針について、国際サステナビリティ保証
基準（ISSA）5000「サステナビリティ保証業務の一般的要求事項」と整合する形の実
務の指針として、起草されたもの。コメント期限は2025年12月15日。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20251015gjq.html

2025年
10月16日

企業会計基準37号「期中
財務諸表に関する会計基
準」等

ASBJ

2024年3月に中間会計基準等が公表されたが、その検討にあたって上場会社および財
務諸表利用者から聞かれていた、中間決算と四半期決算は同じ会計基準等に基づいて
行うべきであるとの意見に基づき、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合したも
の。
https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2025/2025-1016.html

特集
どこが税会不一致となるのか

新リース会計基準における
税効果会計のポイント
令和7年度税制改正の法令・通達を確認
リース税制見直しの税効果会計への影響
OL、所有権移転外リースの処理
新リース会計基準における
借手の税効果会計の留意点
第2法の廃止に伴うFLの処理
新リース会計基準における
貸手の税効果会計の留意点
フリーレント、セール＆リースバック
新リース会計基準における
特殊な取引の税効果会計

第
１
章

第
２
章

第
３
章

序
章

PwC Japan有限責任監査法人
公認会計士

伊藤　清治
税理士・公認会計士

荒井　優美子
2024年9月に新リース会計基準が公表されたことに伴い、令和７年度税制改正で
リース税制に関する法人税改正が行われた。本改正によって、税会不一致が生じるケー
スもあり、その場合の税効果会計が実務上問題となってくる。本特集では、税会不一致
がどのような場合に生じるかを整理し、その際の税効果会計の適用や申告調整のしか
たについて、解説していただいた。

市
場
が
示
す
積
極
財
政
と
金
利
の
行
方

金
　
　
融

株
式
市
場
の
新
政
権
へ
の
期
待
は
か
な

え
ら
れ
る
か
？

証
　
　
券

10
月
21
日
召
集
の
臨
時
国
会
で
は

高
市
早
苗
自
民
党
総
裁
が
首
班
指
名

を
受
け
、
高
市
政
権
が
発
足
し
た
。

国
債
市
場
で
は
、
す
で
に
高
市
総
裁

誕
生
を
受
け
て
長
期
金
利
が
一
時
１
・

７
％
近
辺
ま
で
上
昇
し
た
。
新
政
権

が
「
責
任
あ
る
積
極
財
政
」
を
掲
げ

た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
物
価
高
と

実
質
賃
金
の
停
滞
が
続
く
な
か
で
、

補
正
予
算
や
公
共
投
資
の
拡
大
が
見

込
ま
れ
て
お
り
、
短
期
的
に
は
景
気

安
定
へ
の
寄
与
が
期
待
さ
れ
る
。

一
方
で
、
財
政
拡
張
に
よ
る
国
債

発
行
増
加
は
長
期
金
利
上
昇
の
要
因

と
な
り
、
国
債
市
場
の
流
動
性
低
下

へ
の
懸
念
も
残
る
。
長
期
金
利
は

２
０
０
８
年
以
来
の
高
水
準
に
あ

り
、
財
政
と
金
融
の
調
整
力
が
問
わ

れ
る
局
面
に
入
っ
て
い
る
。
高
市
首

相
は
就
任
会
見
で
「
金
融
政
策
運
営

は
日
銀
の
専
権
だ
が
、
政
府
も
責
任

を
持
つ
」
と
述
べ
、
日
銀
と
の
協
調

姿
勢
を
強
め
、
内
需
下
支
え
の
た
め

利
上
げ
に
は
慎
重
と
み
ら
れ
る
。
こ

れ
は
個
人
消
費
の
回
復
が
遅
れ
て
い

る
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。

も
っ
と
も
、
財
政
主
導
の
景
気
刺

激
策
が
長
期
化
す
れ
ば
、
国
債
増
発

に
伴
う
金
利
上
昇
圧
力
が
再
び
強
ま

る
可
能
性
が
あ
る
。
財
政
拡
張
が
市

場
で
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る

か
は
、
そ
の
支
出
が
短
期
的
な
物
価

対
策
に
と
ど
ま
る
か
、
そ
れ
と
も
将

来
の
成
長
投
資
と
位
置
づ
け
ら
れ
る

か
に
左
右
さ
れ
よ
う
。
前
者
で
あ
れ

ば
、
円
安
と
イ
ン
フ
レ
期
待
の
高
ま

り
が
意
識
さ
れ
、
後
者
で
あ
れ
ば
、

一
定
の
金
利
上
昇
は
許
容
さ
れ
る
と

の
見
方
が
広
が
る
。

さ
ら
に
、
海
外
勢
に
よ
る
日
本
国

債
の
売
買
も
金
利
変
動
の
一
因
で
あ

る
。
海
外
投
資
家
の
保
有
比
率
は
約

12
％
で
、
為
替
変
動
を
背
景
に
短
期

的
な
売
買
が
増
え
れ
ば
、
需
給
の
わ

ず
か
な
変
化
で
も
金
利
の
振
れ
幅
を

拡
大
さ
せ
や
す
い
。
海
外
で
は
、
米

国
が
利
下
げ
転
換
を
探
り
、
欧
州
が

景
気
減
速
下
で
財
政
余
力
を
模
索
す

る
な
ど
、
政
策
の
方
向
性
が
分
か
れ

始
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
日
本
の
積
極

財
政
は
、
国
債
市
場
の
安
定
を
保
つ

う
え
で
市
場
の
信
認
維
持
が
一
段
と

重
要
と
な
る
。
高
市
政
権
に
求
め
ら

れ
る
の
は
、
景
気
刺
激
と
財
政
規
律

の
両
立
と
い
う
難
題
へ
の
明
確
な
説

明
責
任
で
あ
り
、
そ
の
持
続
性
を
占

う
う
え
で
、
今
後
の
長
期
金
利
と
国

債
需
給
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

自
民
党
総
裁
選
挙
で
積
極
財
政
派

の
高
市
氏
が
勝
利
し
た
と
き
、「
高

市
ト
レ
ー
ド
」
が
盛
り
上
が
り
、
日

経
平
均
は
10
月
６
日
に
４
・
８
％
上

昇
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
首
相
選
出
選

挙
を
前
に
し
て
、
公
明
党
が
高
市
氏

の
基
本
的
な
政
治
姿
勢
に
反
発
し

て
、連
立
を
離
脱
す
る
決
断
を
し
た
。

こ
の
結
果
、
高
市
氏
が
首
相
に
な

れ
る
か
不
透
明
な
展
開
と
な
り
、
株

価
も
足
踏
み
状
態
に
な
っ
た
。
高
市

総
裁
は
公
明
党
に
代
わ
る
連
立
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
日
本
維
新
の
会
を
呼

び
込
む
こ
と
に
成
功
、
首
相
選
出
選

挙
の
勝
利
を
確
実
な
も
の
に
し
た
。

そ
し
て
、
高
市
氏
が
首
相
に
選
ば
れ

た
10
月
21
日
、「
高
市
ト
レ
ー
ド
」

が
再
燃
、
日
経
平
均
は
取
引
時
間
中

に
５
万
円
近
く
に
接
近
し
た
。

株
式
市
場
が
高
市
首
相
の
積
極
財

政
、
経
済
成
長
政
策
に
期
待
し
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
が
、
新
内
閣
の
財

務
相
に
片
山
さ
つ
き
氏
が
就
任
し
た

こ
と
は
、
新
内
閣
の
財
政
政
策
の
方

向
性
を
ど
う
判
断
す
べ
き
か
、
悩
ま

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
片
山
氏
は
財
務
省

の
エ
リ
ー
ト
官
僚
出
身
で
あ
る
が
、

財
務
省
出
身
者
の
な
か
で
は
異
端
的

な
積
極
財
政
派
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。

こ
の
た
め
、
高
市
首
相
は
片
山
氏
が

自
分
の
積
極
財
政
政
策
を
実
行
し
て

く
れ
る
と
期
待
し
て
選
ん
だ
と
一
応

は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
首
相
自

ら
総
裁
選
挙
中
に
「
責
任
あ
る
積
極

財
政
」
と
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
単

に
財
政
支
出
拡
大
を
目
指
す
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
、
数
多
い

財
政
慎
重
派
を
説
得
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
財
政
を
熟
知
し
て
い
る
片
山

氏
に
は
財
政
拡
大
期
待
派
と
財
政
慎

重
派
の
要
求
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
よ

う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
期
待
し
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

片
山
新
財
務
相
は
就
任
直
後
、「
経

済
再
生
と
財
政
健
全
化
の
両
立
」
と

主
張
し
た
。
ま
だ
言
葉
だ
け
だ
が
、

与
野
党
揃
っ
て
今
年
末
ま
で
の
臨
時

国
会
で
決
定
す
る
と
主
張
し
て
い
る

ガ
ソ
リ
ン
税
の
旧
暫
定
税
率
の
廃
止

を
め
ぐ
る
議
論
が
財
務
相
の
本
心
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

新
政
権
発
足
直
後
の
内
閣
支
持
率

は
、
60
～
70
％
に
達
し
た
。
こ
の
支

持
率
や
株
価
を
維
持
で
き
る
か
ど
う

か
、
史
上
初
の
女
性
首
相
が
率
い
る

内
閣
の
政
策
手
腕
に
か
か
っ
て
い

る
。


